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─────────────────────────────────────────── 

令和７年 第４回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第６日） 

                             令和７年12月18日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第６号） 

                        令和７年12月18日 午前10時00分開議 

 日程第１ 請願について 

 日程第２ 議案第97号 所有権移転登記手続請求事件に関する和解について 

 日程第３ 議案第98号 第三次由布市総合計画（基本構想・基本計画）の策定について 

 日程第４ 議案第99号 由布市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について 

 日程第５ 議案第100号 由布市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部改正について 

 日程第６ 議案第101号 由布市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について 

 日程第７ 議案第102号 由布市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正に

ついて 

 日程第８ 議案第103号 由布市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第９ 議案第104号 由布市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正について 

 日程第10 議案第105号 由布市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

 日程第11 議案第106号 由布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

 日程第12 議案第107号 由布市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正について 

 日程第13 議案第108号 由布市子ども及び高校生等医療費助成事業基金条例の一部改正につ

いて 

 日程第14 議案第109号 由布市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 日程第15 議案第110号 由布市みことピア条例の一部改正について 

 日程第16 議案第111号 由布市乙丸温泉館条例の一部改正について 

 日程第17 議案第112号 由布市火災予防条例の一部改正について 
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 日程第18 議案第113号 由布市湯布院福祉センターの指定管理者の指定について 

 日程第19 議案第114号 由布市観光情報発信拠点施設「由布市ツーリストインフォメーショ

ンセンター」の指定管理者の指定について 

 日程第20 議案第115号 由布市里の駅陣屋市場の指定管理者の指定について 

 日程第21 議案第116号 由布市地域活性化拠点施設「おおつる交流センター」の指定管理者

の指定について 

 日程第22 議案第117号 由布市湯平ふれあいホールの指定管理者の指定について 

 日程第23 議案第118号 由布市乙丸温泉館の指定管理者の指定について 

 日程第24 議案第119号 大分市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する協

議について 

 日程第25 議案第120号 別府市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する協

議について 

 日程第26 議案第121号 令和７年度由布市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第27 議案第122号 令和７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第28 議案第123号 令和７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第29 議案第124号 令和７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第30 議案第125号 令和７年度由布市農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 

 日程第31 議案第126号 令和７年度由布市水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第32 議案第127号 令和７年度由布市一般会計補正予算（第６号） 

 日程第33 議会広報編集特別委員会の設置 

 日程第34 議会活性化調査特別委員会の設置 

 日程第35 日出生台演習場対策特別委員会の設置 

 日程第36 予算特別委員会の設置 

 追加日程 

 日程第１ 閉会中の継続審査・調査申出書 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 請願について 

 日程第２ 議案第97号 所有権移転登記手続請求事件に関する和解について 

 日程第３ 議案第98号 第三次由布市総合計画（基本構想・基本計画）の策定について 

 日程第４ 議案第99号 由布市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について 
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 日程第５ 議案第100号 由布市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部改正について 

 日程第６ 議案第101号 由布市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について 

 日程第７ 議案第102号 由布市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正に

ついて 

 日程第８ 議案第103号 由布市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第９ 議案第104号 由布市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正について 

 日程第10 議案第105号 由布市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

 日程第11 議案第106号 由布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

 日程第12 議案第107号 由布市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正について 

 日程第13 議案第108号 由布市子ども及び高校生等医療費助成事業基金条例の一部改正につ

いて 

 日程第14 議案第109号 由布市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 日程第15 議案第110号 由布市みことピア条例の一部改正について 

 日程第16 議案第111号 由布市乙丸温泉館条例の一部改正について 

 日程第17 議案第112号 由布市火災予防条例の一部改正について 

 日程第18 議案第113号 由布市湯布院福祉センターの指定管理者の指定について 

 日程第19 議案第114号 由布市観光情報発信拠点施設「由布市ツーリストインフォメーショ

ンセンター」の指定管理者の指定について 

 日程第20 議案第115号 由布市里の駅陣屋市場の指定管理者の指定について 

 日程第21 議案第116号 由布市地域活性化拠点施設「おおつる交流センター」の指定管理者

の指定について 

 日程第22 議案第117号 由布市湯平ふれあいホールの指定管理者の指定について 

 日程第23 議案第118号 由布市乙丸温泉館の指定管理者の指定について 

 日程第24 議案第119号 大分市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する協

議について 

 日程第25 議案第120号 別府市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する協
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議について 

 日程第26 議案第121号 令和７年度由布市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第27 議案第122号 令和７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第28 議案第123号 令和７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第29 議案第124号 令和７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第30 議案第125号 令和７年度由布市農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 

 日程第31 議案第126号 令和７年度由布市水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第32 議案第127号 令和７年度由布市一般会計補正予算（第６号） 

 日程第33 議会広報編集特別委員会の設置 

 日程第34 議会活性化調査特別委員会の設置 

 日程第35 日出生台演習場対策特別委員会の設置 

 日程第36 予算特別委員会の設置 

 追加日程 

 日程第１ 閉会中の継続審査・調査申出書 

────────────────────────────── 

出席議員（17名） 

１番 渡辺  彬君        ２番 津田 貴之君 

３番 生野 友子君        ４番 小山 和義君 

５番 髙田 龍也君        ６番 坂本 光広君 

７番 吉村 益則君        ８番 田中 廣幸君 

９番 加藤 裕三君        10番 加藤 幸雄君 

11番 鷲野 弘一君        12番 甲斐 裕一君 

14番 佐藤 郁夫君        15番 渕野けさ子君 

16番 佐藤 人已君        17番 平松惠美男君 

18番 佐藤 孝昭君                  

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

13番 長谷川建策君                  

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 
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局長 工藤 由美君        書記 富川 由佳君 

書記 中島  進君        書記 福水 雅彦君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 市長 ……………………… 相馬 尊重君   副市長 …………………… 小石 英毅君  

 教育長 …………………… 橋本 洋一君 

 総務課長 ………………… 古長 誠之君   財政課長 ………………… 大久保 暁君  

 総合政策課長兼地方創生推進室長 ……………………………………………… 米津 康広君  

 会計管理者 ……………… 平野浩一郎君  

 建設課長 ………………… 衞藤  武君   商工観光課長 …………… 大塚  守君  

 福祉事務所長兼福祉課長 ………………………………………………………… 後藤 昌代君  

 子育て支援課長 ………… 藤川 祐子君  

 挾間振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 井原 和裕君  

 庄内振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 佐藤 重喜君  

 湯布院振興局長兼地域振興課長 ………………………………………………… 一野 英実君  

 教育次長兼教育総務課長 ………………………………………………………… 安部 正徳君  

 消防長……………………… 大嶋 陽一君  

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（佐藤 孝昭君） 皆さん、おはようございます。 

 今期定例会も本日が最終日でございます。議員及び執行部各位には、連日の委員会審査、また、

現地調査等でお疲れのことと存じますが、最後までよろしくお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員数は１７名です。長谷川建策議員より欠席届が出ています。定足数に達し

ておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長及び関係課長の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、タブレットに掲載の議事日程第６号により行います。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 孝昭君） まず、日程第１、請願についてを議題とします。 

 今期定例会に付託いたしました請願１件について、常任委員長に審査の経過と結果について報

告を求めます。 

 産業建設常任委員長、髙田龍也君。 

○産業建設常任委員長（髙田 龍也君） おはようございます。産業建設常任委員会委員長、髙田
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龍也です。請願審査報告をいたします。 

 本委員会に付託の請願は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会会議規則第

１４３条第１項の規定により報告します。 

 日時、令和７年１２月１２日、請願審査、まとめ。 

 場所、本庁舎新館３階、第３委員会室。 

 出席者、委員長、髙田龍也、副委員長、鷲野弘一、委員、平松惠美男、佐藤人已、加藤幸雄。 

 書記は、議会事務局です。 

 受理番号７、受理年月日、令和７年１１月２５日。件名、「有害鳥獣捕獲報奨金の増額」に関

する請願書。 

 本請願は、現在有害鳥獣捕獲に支払われている報奨金の増額を請願するものである。 

 委員からは、多岐にわたり調査すべきことがあるとの意見が出た。 

 慎重審査の結果、継続審査と決定した。 

 審査の結果、継続審査と決定。 

 以上であります。 

○議長（佐藤 孝昭君） 請願受理番号７、「有害鳥獣捕獲報奨金の増額」に関する請願書は、継

続審査となっております。引き続き、委員会において審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、日程第２、議案第９７号から日程第３１、議案第１２６号までの

３０件を一括議題といたします。 

 付託しております各議案について、各常任委員長にそれぞれの議案審査に係る経過と結果につ

いて報告を求めます。 

 まず、総務常任委員長、吉村益則君。 

○総務常任委員長（吉村 益則君） おはようございます。総務常任委員会委員長、吉村でござい

ます。委員会の審査報告をいたします。 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会会議規則第

１１０条の規定により報告いたします。 

 日時、令和７年１２月１１日木曜日、現地調査。令和７年１２月１２日金曜日、議案審査、ま

とめを行いました。 

 場所、現地調査については、由布市地域活性化拠点施設おおつる交流センター、由布市湯平ふ

れあいホール、由布市乙丸温泉館を行いました。議案審査については、本庁舎新館３階、第１委

員会室で行いました。 

 出席者は、記載のとおり。 
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 担当課も、記載のとおりです。 

 書記は、議会事務局です。 

 事件の番号、議案第９７号、所有権移転登記手続請求事件に関する和解について。 

 経過及び理由。本議案は、大分地方裁判所に係属中である裁判において、同裁判所から和解勧

告がなされたことを受け、相手方と裁判上の和解を行うため、地方自治法第９６条第１項第

１２号の規定により、議会の議決を求めるもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第９８号、第三次由布市総合計画（基本構想・基本計画）の策定について。 

 経過及び理由。本議案は、由布市議会の議決事件に関する条例第２条第２号の規定に基づき、

総合的かつ計画的な行政運営を図るために策定された第三次総合計画の基本構想・基本計画につ

いて、議会の議決を求めるもの。 

 本計画は、由布市の今後のまちづくりの骨格となる計画であり、将来的な方向性を示す最上位

計画である。基本理念として掲げられているのは、「このまちの未来は、みんなでつくる」また、

将来像としては、「人とつながり、未来を創る住みよさ日本一のまち・由布市」を目指しており、

このビジョンに基づき、全市民、行政、企業などの協働により持続可能なまちづくりを進めるこ

とが示されております。 

 委員会では、本計画が１０年間にわたる長期計画であることから、今後、策定される総合戦略

や実施計画については、より綿密な内容が求められるとの意見が出された。また、計画の進捗状

況を定期的に確認し、適切な評価を行うことが不可欠であるとの意見も出されました。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１００号、由布市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につ

いて。 

 経過及び理由。本議案は、子ども医療費の助成に係る支給事務において、個人番号の利用等を

目的に所要の改正を行うもの。 

 委員会では、改正により支給事務の効率化が図られ、個人番号の利用に関して適切な管理が行

われることについての説明を受けました。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１０１号、由布市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部
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改正について。 

 経過及び理由。本議案は、特別職の職員で常勤のものの給与、期末手当の改定に鑑み、由布市

議会議員の期末手当の額を改定するもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１０２号、由布市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改

正について。 

 経過及び理由。本議案は、一般職の職員の給与改定に準じて、特別職の職員で常勤のものの給

与、期末手当を改定するもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１０３号、由布市職員の給与に関する条例の一部改正について。 

 経過及び理由。本議案は、人事院勧告及び大分県人事委員会勧告に鑑み、職員の給与、期末手

当を改定するための本条例の改正を行うことによるもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１１０号、由布市みことピア条例の一部改正について。 

 経過及び理由。本議案は、由布市みことピア内の施設である庄内ほのぼの温泉館の休館日及び

開館時間を見直し、施設運営の効率化を図るため、由布市みことピア条例の一部を改正するもの。 

 本改正の目的は、温泉館の利用者数や運営状況を踏まえ、より効果的な休館日と開館日を設定

することにより、施設の利便性を向上させ、より多くの市民に利用してもらうこと。 

 委員会では、広報活動をより積極的に行い、市民が利用しやすい形での情報提供が必要である

との意見が出されました。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１１１号、由布市乙丸温泉館条例の一部改正について。 

 経過及び理由。本議案は、乙丸温泉館の安定的な運営を図るために、一般入浴者の利用料金の

改正を行うもの。 

 改正内容は、一般入浴者の１回の利用料金を２００円から３００円に引き上げるものであり、

温泉館の運営に必要な費用負担を適正に配分することを目的としております。 

 委員会では、現地調査を行い、施設管理者から直接話を聞き取り、温泉館の運営に係るコスト

や施設維持費用に対する負担を適正化する必要性が確認された。改定後の料金が、利用者に過度
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の負担を強いることなく、運営上必要な収支バランスを確保するために適切であるとの意見が出

された。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１１２号、由布市火災予防条例の一部改正について。 

 経過及び理由。本議案は、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって、林野火災

予防の実効性を高めることを目的に改正するもの。 

 主な改正内容としては、市長が林野火災の注意報や警報を発令することを明記し、火の使用制

限区域の指定などを規定している。 

 委員会では、発令後の情報伝達方法が重要であるとの意見が出された。特に発令時には、ホー

ムページや消防車等を通じて、市民に迅速に情報を伝える体制が整備されていることが確認され

た。また、防災ラジオも活用し、迅速に市民に情報提供を行うべきであるとの意見を付した。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１１６号、由布市地域活性化拠点施設「おおつる交流センター」の指定管

理者の指定について。 

 経過及び理由。本議案は、施設の指定管理期間が令和８年３月末日をもって終了することに伴

い、指定管理者選定委員会の審査を経て、大津留まちづくり協議会が指定管理者候補者として選

定され、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、指定管理者として指定するため議会の

議決を求めるものである。 

 委員会では、現地調査を行い、大津留まちづくり協議会がこれまで行ってきた運営実績につい

て評価し、適切に施設を運営し、利用者数の増加に貢献していることを確認した。また、大津留

まちづくり協議会からの説明を受けたことを踏まえて、今後も地域住民の多様なニーズに柔軟に

応えた運営を行い、サービス向上に努めてもらいたいとの意見も出された。さらに、他のまちづ

くり協議会との連携活動が確認され、今後はその協力体制を持続的に推進していくための取組を

引き続き進めていってほしいという意見が出されました。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１１７号、由布市湯平ふれあいホールの指定管理者の指定について。 

 経過及び理由。本議案は、施設の指定管理期間が令和８年３月末日をもって終了することに伴

い、指定管理者選定委員会の審査を経て、指定管理者候補者として湯平区が選定され、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定により、指定管理者として指定するため議会の議決を求めるもの。 
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 委員会では、現地調査を行い、今後１０年間も引き続き地域に寄り添った交流の場として活用

してもらいたいとの意見が出された。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１１８号、由布市乙丸温泉館の指定管理者の指定について。 

 経過及び理由。本議案は、施設の指定管理期間が令和８年３月末日をもって終了することに伴

い、指定管理者選定委員会の審査を経て、指定管理者候補者として乙丸区が選定され、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定により、指定管理者として指定するため議会の議決を求めるもの。 

 委員会では、現地調査を行い、その際に施設の懸案事項について説明を受けた。また、調査中

には多くの利用者が施設を訪れている現状を確認した。このことから、引き続き乙丸区が指定管

理者として施設運営を行うことで、地域住民のニーズに応じた運営を実現し、安定した利用者

サービスの向上に努めてほしいとの意見が出された。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１１９号、大分市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関す

る協議について。 

 経過及び理由。本議案は、地方自治法第２４４条の３第２項の規定に基づき、大分市が設置す

る、地域子育て支援拠点１１か所及びスポーツ施設１か所を本市の住民の利用に供させることに

ついて、議会の議決を求めるもの。 

 委員会では、大分市を訪れた際にはこれらの施設も利用できるようになり、利便性が向上する

との意見が出された。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１２０号、別府市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関す

る協議について。 

 経過及び理由。本議案は、地方自治法第２４４条の３第２項の規定に基づき、別府市が設置す

る、別府市立図書館等複合施設及び地域子育て支援拠点３か所を本市の住民の利用に供させるこ

とについて、議会の議決を求めるもの。 

 委員会では、図書館の本の返却システムについて、由布市からでも返却できるような取組が、

今後進められることを期待するとの意見が出された。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 
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 事件の番号、議案第１２１号、令和７年度由布市一般会計補正予算（第５号）。 

 経過及び理由。本補正予算は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ６億３,０１１万８,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を２７０億５９７万９,０００円とするもの。 

 当委員会に関わる主な補正内容として、歳入では、地方特例交付金、新型コロナウイルス感染

症対策による地方税の減収補填や、国庫支出金、県支出金、地方債等の特定財源の増額によるも

の。 

歳出では、２款１項９目地域コミュニティ形成促進事業５０５万円について、ゆのひらんプロジ

ェクト、湯平地域まちづくり協議会に対し、協議会に寄附されたふるさと納税の基金を活用し、

湯平温泉の地域ブランドとして「ゆのひらんアイス」を全国に発信できるよう、ふるさと納税の

返礼品やお客様のニーズに応じた商品提供を目指して機器整備を行うため、地域まちづくり活動

推進交付金の増額によるものである。 

 委員会では、地域特産ブランド品を通じて湯平地域の魅力を広く発信し、ふるさと納税の返礼

品の充実を図ることの説明がなされた。この施策により、湯平地域への来訪者増加が期待され、

地域経済への貢献が見込まれるとの意見が出された。 

 また、アイスの種類に関しては、全国展開を視野に入れるのであれば、湯平温泉を訪れなけれ

ば味わえない限定の味を設定するなど、湯平温泉への訪問を促進する取組につなげられる施策の

提案が出された。 

 委員会としては、特産品を通じて湯平地域の魅力をより多くの人々に伝え、地域の活性化につ

ながることを期待している。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 以上、総務常任委員会の審査報告を終わります。 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、教育民生常任委員長、田中廣幸君。 

○教育民生常任委員長（田中 廣幸君） 皆様おはようございます。教育民生常任委員長の田中廣

幸です。委員会の審査の報告をいたします。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会会議規則第

１１０条の規定により報告いたします。 

 記。 

 日時、令和７年１２月１２日金曜日、議案審査、まとめ。 

 場所、本庁舎新館３階、第２委員会室です。 

 出席者は、記載のとおりです。 
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 担当課も、記載のとおりです。 

 書記は、議会事務局です。 

 審査結果は、下記のとおりです。 

 事件の番号、議案第９９号、件名、由布市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について。 

 経過及び理由。本議案は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により改正された児

童福祉法第３４条の１６の規定により、所要の条例整備を行うもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１０４号、件名、由布市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部改正について。 

 経過及び理由。本議案は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行による特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に

伴い、条例の改正を行うもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１０５号、件名、由布市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正について。 

 経過及び理由。本議案は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の

施設及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令による、家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準の一部改正に伴い、条例の改正を行うもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１０６号、件名、由布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正について。 

 経過及び理由。本議案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に

伴い、条例の改正を行うもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１０７号、件名、由布市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正につ

いて。 

 経過及び理由。本議案は、大分県こども医療費助成事業の見直しに伴い、条例の改正を行うも
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の。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１０８号、件名、由布市子ども及び高校生等医療費助成事業基金条例の一

部改正について。 

 経過及び理由。本議案は、大分県こども医療費助成事業の見直しに伴い、議案第１０７号を改

正することにより所要の改正を行うもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１１３号、件名、由布市湯布院福祉センターの指定管理者の指定について。 

 経過及び理由。本議案は、由布市湯布院福祉センターの指定管理期間が、令和８年３月末日を

もって終了することに伴い、指定管理者候補者として社会福祉法人由布市社会福祉協議会が選定

されたことにより、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、指定管理者として指定する

ため、議会の議決を求めるもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１２１号、件名、令和７年度由布市一般会計補正予算（第５号）。 

 経過及び理由。当委員会に係る歳出の主なものとして、４款１項４目予防接種推進事業

４５０万９,０００円の増額は、高齢者帯状疱疹ワクチン接種委託料が不足する見込みとになっ

たことによるもの。 

 委員会からは、接種対象年齢が６５歳から５年周期となっており、接種漏れが生じる危惧もあ

ることから、対象者には十分周知啓発を行うよう意見を付した。 

 １０款２項２目４６６万５,０００円、３項２目１２９万円、４項２目３２万５,０００円のそ

れぞれの増額は、今年の猛暑に伴い、小中学校幼稚園の光熱水費が不足する見込みになったこと

によるもの。 

 １０款６項４目の文化振興事業２万円の増額は、日本太鼓ジュニアコンクールの全国大会、九

州大会に出場することになった２団体に対する由布市文化・スポーツ活動激励金によるもの。な

お、今回のように、子どもが遠方で開催される全国大会等に出場する場合においては、その保護

者にとっては負担が大きいと思われるため、大会参加のための補助金を検討してはどうかとの意

見が出た。 

 １０款７項１目の競技スポーツ振興事業１８節２００万円の増額は、大分県スポーツ合宿誘致

推進協議会負担金として、強豪大学などのトップチームを２件誘致することによるもの。 
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 委員会からは、由布市の魅力発信や健康増進、地域活性化などの効果が大いに期待できるもの

であり、今後も積極的にトップチーム、トップアスリートなどに対し、由布市の合宿誘致を行っ

てほしいとの意見が出た。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１２２号、件名、令和７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）。 

 経過及び理由。本補正予算は、歳入歳出予算にそれぞれ３８４万２,０００円を追加し、予算

総額を３９億８,０８７万３,０００円にするもの。 

 主な内容として、歳入では国庫支出金、県支出金及び繰入金を、歳出では総務費、保険給付費

及び諸支出金を増額するもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１２３号、件名、令和７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第２号）。 

 経過及び理由。本補正予算は、歳入歳出予算にそれぞれ１,７０５万８,０００円を追加し、予

算総額を４３億８,００６万９,０００円にするもの。 

 主な内容として、歳入では一般会計繰入金を、歳出では保険給付費の高額介護サービス費を増

額するもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１２４号、件名、令和７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）。 

 経過及び理由。本補正予算は、歳入歳出予算にそれぞれ９３万２,０００円を追加し、予算総

額を６億８,０８７万９,０００円にするもの。 

 主な内容として、歳入では繰入金及び国庫支出金を、歳出では総務費をそれぞれ増額するもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 以上、報告いたします。審査のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、産業建設常任委員長、髙田龍也君。 

○産業建設常任委員長（髙田 龍也君） 産業建設常任委員会委員長、髙田です。 

 それでは、報告いたします。 

 委員会審査報告書。 
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 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会会議規則第

１１０条の規定により報告します。 

 日時、令和７年１２月１２日、議案審査、現地調査、まとめ。 

 場所、本庁舎新館３階、第３委員会室、現地調査地、由布市観光情報発信拠点施設「由布市

ツーリストインフォメーションセンター」、由布市里の駅陣屋市場。 

 出席者は、記載のとおりです。 

 担当課も、記載のとおりです。 

 書記は、議会事務局です。 

 審査結果。 

 事件の番号、議案第１０９号、件名、由布市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に

ついて。 

 経過及び理由。本議案は、近年の諸物価高騰に際し、安定的なし尿収集運搬体制の確保及び継

続を目的に、し尿及び浄化槽汚泥の処理手数料を改め、併せてごみ処理体制の維持及び受益者負

担の適正化を目的に、可燃ごみの処理手数料を改めるとともに、不燃ごみの処理手数料を定める

もの。 

 委員会としては、今後、新環境センターの整備に伴い、広域圏統一ごみ袋の作成を求め、ごみ

袋手数料単価の削減の検討を求めると意見を付す。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１１４号、件名、由布市観光情報発信拠点施設「由布市ツーリストインフ

ォメーションセンター」の指定管理者の指定について。 

 経過及び理由。本議案は、由布市ツーリストインフォメーションセンターの指定管理者につい

て、条例に基づく公募によらない候補者の選定を行った結果、令和８年４月１日から４年間の指

定管理者を引き続き「一般社団法人由布市まちづくり観光局」に指定するもの。 

 委員会としては、条例に基づく公募によらない候補者の選定のため、決算時に補助金に対する

細目を開示するよう求め、過去にも自主運営、自主管理を行えるよう内部精査が必要であるとの

意見が出ているので、自主財源での運営を基本とし補助金額の減額を求めるものと意見を付す。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１１５号、件名、由布市里の駅陣屋市場の指定管理者の指定について。 

 経過及び理由。本議案は、陣屋市場の指定管理者について、条例に基づく公募によらない候補

者の選定を行った結果、令和８年４月１日から４年間の指定管理者を、引き続き「挾間町農村女
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性陣屋市場組合」に指定するもの。 

 現地視察を行い説明を受けた。 

 委員からは、自主財源でしっかりと運営され、由布市挾間町の農産物・農産加工品の情報発信

拠点として、しっかり機能、運営しているとの意見が出た。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１２１号、件名、令和７年度由布市一般会計補正予算（第５号）。 

 経過及び理由。本補正予算の当委員会における主な審査項目として、歳出において、４款２項

２目新環境センター整備事業８６２万６,０００円の増額は、当初建設業務約５９０億円が物価

高騰により約６３３億円、約７.３％増となったことによる由布市負担金の増額。 

 ６款１項３目就農支援事業５０万円の増額は、親元就農給付金対象者が１名増えたことによる

増額。 

 １１款２項１目公共土木施設災害復旧費５００万円の増額は、令和７年８月にも調査を行って

いるが、災害復旧後も万全な市道を確保するための測量設計委託料の増額との説明を受けた。 

 委員からは、親元就農をはじめ補助金支出後も、農業者と行政との相互協議をしてほしいとの

意見が出た。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１２５号、件名、令和７年度由布市農業集落排水事業会計補正予算（第

２号）。 

 経過及び理由。本議案は、令和７年度由布市農業集落排水事業会計予算における収益的収入を

１９７万４,０００円を増額し、総額９,２８３万円とし、収益的支出を２８万５,０００円増額

し、総額１億１,０７７万３,０００円とするもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第１２６号、件名、令和７年度由布市水道事業会計補正予算（第３号） 

 経過及び理由。本議案は、令和７年度由布市水道事業会計予算における収益的支出を

１,９１３万４,０００円増額し、総額８億８,５９０万５,０００円とするもの、並びに資本的収

入を８,９７５万円増額し、総額７億５,７９４万７,０００円とし、資本的支出を１億

２,０５２万６,０００円増額し、総額１０億９,８３０万７,０００円とするもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 
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 以上報告します。慎重審査のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 各常任委員長の報告が終わりました。 

 これより審議に入りますが、委員長報告に対する質疑については、審査の経過と結果に対する

疑義にとどめることをお願いしておきます。 

 まず、日程第２、議案第９７号、所有権移転登記手続請求事件に関する和解についてを議題と

して質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第９７号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第３、議案第９８号、第三次由布市総合計画（基本構想・基本計画）の策定につい

てを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。５番、髙田龍也君。 

○議員（５番 髙田 龍也君） ５番、髙田龍也です。委員長にお聞きいたします。 

 この議案に関しては、議案質疑等も出ておりましたが、議案質疑での質問等に対して、この委

員会でどのような審査が行われたかもちょっとお聞きしたいのと。報告によります、綿密な内容

が求められるとありますが、具体的にどのようなところを委員会としては意見が出たのか。それ

と、計画の進捗状況を定期的に確認し、適切な評価を行うというふうな意見も出ておりますが、

これは具体的に経過措置で何年置きとか、毎年するのかとかいうような、どのような委員会での

話合いが行われたかをお聞きしたいと思います。お願いいたします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 吉村委員長。 

○総務常任委員長（吉村 益則君） 議案第９８号なんですが、ホームページのアクセス数、それ

から意見が２件、それからコメント、そういうふうなことについての数字が出されて協議がなさ

れました。 

 それと同時に、いろんなことで、これは総合計画ですから基本構想です。報告の中にも私たち

もしましたが、最上位の計画になりますので、これについては私どもも含めて、執行部も含めて、

執行部はもちろんですけれども、私どもも含めて慎重審査をするべきだと、いろんなことで細に

わたり協議をするべきだというふうな意見というのは多々出ております。 
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 私どもともしましては、やはり計画にのっとり執行部がきちんと取り組むことを、私どもの立

場でしっかりと検証していきたいというふうなことで意見が出ております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 髙田議員。 

○議員（５番 髙田 龍也君） ありがとうございます。 

 それでは、これが基本的なものになるということで審議をしていただいたということなんです

が、議案質疑で人口推移について詳しく質問が出ておりましたが、その点について、基本になる

ところですので、委員会としてはどのような質疑等が行われたかをお聞かせください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 吉村委員長。 

○総務常任委員長（吉村 益則君） 特に外国人の方が増えているということに対しては、いろん

な意見も出ましたが、特に確実な数字を把握しているわけではございませんので、少し曖昧なと

いうか、ちょっとファジーな意見になったのではないかなと思っておりますが、これのこの数字

については、今後も調査研究が必要だというふうなことの意見は出ております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 髙田議員。 

○議員（５番 髙田 龍也君） 基本になるところが、今委員長が言われたように曖昧であるとい

うことであれば、委員会としては原案可決すべきというふうになっておりますので、今後もしっ

かりと総務常任委員会として、その曖昧さがなくなるようにしっかり今後も審査していただきた

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。答弁は結構です。 

○議長（佐藤 孝昭君） １４番、佐藤郁夫議員。 

○議員（１４番 佐藤 郁夫君） 経緯と結果ですからね、１点だけ。今かぶさった分もございま

すので、大体分かりました。計画の進捗状況を定期的に確認し、適切な評価を行うと。これはも

う当然でありますし、議会として、総務委員会として、そういう時期にわたって確認をしながら

提言をするのかどうか、そういう議論をされたのかお尋ねします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 吉村益則委員長。 

○総務常任委員長（吉村 益則君） 定期的なそれというふうな、会議といいますか、そういうふ

うな協議はしておりませんけれども、私ども委員会としましては、この議案だからこういうふう

な議論をするというだけでなく、いろんなことについてやはり認識を統一していきたいなと思っ

ております。調査研究は引き続き行っていきますので、その辺のところで理解をお願いしたいと

思います。 

○議長（佐藤 孝昭君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



- 285 - 

○議長（佐藤 孝昭君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第９８号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長

の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 次に、日程第４、議案第９９号、由布市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定についてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第９９号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第５、議案第１００号、由布市行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正

についてを議題といたします。質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１００号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第６、議案第１０１号、由布市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の
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一部改正についてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１０１号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第７、議案第１０２号、由布市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一

部改正についてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１０２号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第８、議案第１０３号、由布市職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題

として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１０３号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 
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 次に、日程第９、議案第１０４号、由布市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題として質疑を行います。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１０４号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１０、議案第１０５号、由布市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正についてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１０５号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 次に、日程第１１、議案第１０６号、由布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正についてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１０６号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 
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〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１２、議案第１０７号、由布市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正につ

いてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１０７号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 次に、日程第１３、議案第１０８号、由布市子ども及び高校生等医療費助成事業基金条例の一

部改正についてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１０８号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長の報告のとおり可決をされました。 

 次に、日程第１４、議案第１０９号、由布市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に

ついてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これより議案第１０９号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員
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長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１５、議案第１１０号、由布市みことピア条例の一部改正についてを議題として

質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１１０号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１６、議案第１１１号、由布市乙丸温泉館条例の一部改正についてを議題として

質疑を行います。 

 ここで、地方自治法第１１７条の規定により、乙丸区の顧問と会計であります加藤裕三君の退

場を求めます。 

〔９番 加藤 裕三君 退場〕 

○議長（佐藤 孝昭君） それでは、議案第１１１号について質疑を行います。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１１１号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員15名中起立15名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 ここで、加藤裕三君の入場を許可いたします。事務局、連絡をお願いします。 

〔９番 加藤 裕三君 入場〕 
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○議長（佐藤 孝昭君） ただいま議案第１１１号につきましては、可決をされましたのでお知ら

せをいたします。 

 次に、日程第１７、議案第１１２号、由布市火災予防条例の一部改正についてを議題として質

疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１１２号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は１１時１５分といたします。 

午前11時03分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時15分再開 

○議長（佐藤 孝昭君） 再開いたします。 

 次に、日程第１８、議案第１１３号、由布市湯布院福祉センターの指定管理者の指定について

を議題として質疑を行います。 

 ここで、地方自治法第１１７条の規定により、由布市社会福祉協議会の副会長であります渕野

けさ子さんの退場を求めます。 

〔１５番 渕野けさ子君 退場〕 

○議長（佐藤 孝昭君） それでは、議案第１１３号について質疑を行います。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１１３号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 
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〔議員15名中起立15名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 ここで、渕野けさ子さんの入場を許可いたします。事務局、連絡をお願いします。 

〔１５番 渕野けさ子君 入場〕 

○議長（佐藤 孝昭君） ただいまの議案第１１３号につきまして、可決をされましたのでお知ら

せをします。 

 次に、日程第１９、議案第１１４号、由布市観光情報発信拠点施設「由布市ツーリストインフ

ォメーションセンター」の指定管理者の指定についてを議題として質疑を行います。質疑はあり

ませんか。８番、田中廣幸君。 

○議員（８番 田中 廣幸君） ＴＩＣの運営についてですが、委員会として採決はできているの

ですが、この中の委員会の文言として、過去にも自主運営、自主管理を行えるよう内部精査が必

要であるとの意見が出ているということは、これ１つの問題点として取り上げてもよろしいので

すかね。あと、委員長にもこれお答えしていただきたいのですが、今後ＴＩＣが自主財源で運営

をすることが可能なのか、助成金に頼らなければ運営ができないのかをちょっと質問したいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 髙田龍也委員長。 

○産業建設常任委員長（髙田 龍也君） 田中議員にお答えいたします。 

 過去にも自主運営、自主管理を行えるように内部精査という文言なんですが、これが４年前の

産業建設常任委員会に付託された指定管理のときに出された意見であります。その当時も同じよ

うな意見が出ております。それと、自主財源でということなんですが、これ一応委員会の中でい

ろいろと議論がありまして、過去の資料等も調べてみました。執行部であります商工観光課のほ

うにも資料の提出を求めたのですが、商工観光課のほうには資料がないということでしたので、

由布市議会の議事録等を精査してまいりました。 

 その中で、平成２８年の予算委員会、また定例会及び委員会質疑の中でも、当時から自主財源、

自主自立でやっていくのかということが、当時の議員さんからの質問等が出ておりました。その

中で、当時の課長から、抜粋にはなるのですが、将来的には一般社団法人として運営自立を目指

していきますと。あと、その当時の予算が２,０００万、市から出しているのが２,０００万程度

だったのですが、今後は予算から減額をしていくという答弁も出ております。また、予算特別委

員会では、その当時の課長さんが、維持管理運営費などは収益事業などを取り組み、自主自立を

目指しますというふうに答弁しております。その当時、平成２８年のときに計上している分は、

最初の投資で必要な分の補助金ですということだったのですね。なので、そういうところと、あ

と、また負担金は減っていくのかという質疑の中で、当時の商工観光課長が、ランニングコスト、
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維持管理費は収益的事業でやっていきたいと、また、人件費、事務局長と事務局員の人件費も自

主自立を目指していきますという答弁がありましたので、このＴＩＣ及びまちづくり観光局を指

定管理者にするというところは、これができた当初から自主自立を目指していく組織なのだろう

なという、答弁から読み込めますので、これは一番最初の取っかかりの執行部からの答弁であり

ますので、これはしっかりと今後も自主自立を目指して収益的事業、このまちづくり観光局さん

がＴＩＣを利用しながらやっていっていただかないといけないなと思っております。 

 それに付随して、収益的事業は何かというところでも答弁がありまして、循環型の観光提案、

旅行会社と業務を行い、まちづくり観光局と観光商品を作って運営をしていただきたい、そうい

うところで自主財源をしっかり確保していきますということを、当時の課長さんが委員会質疑で

もしておりますので、しっかりとこれは、毎年何千万と、一般質問の中でも総額２億

６,０００万ほどもここに入れていますので、今後はやっぱり削減しながらもしっかりと自主自

立でやっていただきたいという思いもありまして、この意見を付しております。 

 すみません、拙い説明ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 田中議員。 

○議員（８番 田中 廣幸君） この委員会の中の文言を読み解くと、決算時に補助金に対する細

目を開示するよう求めという文言があるのですが、これは商工観光課はもちろんなんですが、

ツーリストインフォメーションセンターの指定管理者になるわけなんですが、これは今後委員会

として求めていくことなのでしょうか。教えてください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 髙田委員長。 

○産業建設常任委員長（髙田 龍也君） 委員会としては、予算を組んで、また補助金が出るとい

う可能性になれば、その補助金が何に充填されているのか、今は数字上で補助金を出しましたと

いう総額でしかないので、それをしっかり確認するためには、どういうものに充填されたのかと

いうところを細目も含めて確認したいということなので、委員会のほうとしてもしっかりと出し

ていただきたい。ちなみに今後は、予算のうちは何に使ったかというのはなかなか出せないと思

いますが、決算のときには広く由布市議会としても議論ができるように、決算委員会のときには

しっかり出していただきたいなという思いで意見を付しております。 

○議長（佐藤 孝昭君） １４番、佐藤郁夫議員。 

○議員（１４番 佐藤 郁夫君） 先ほどは失礼しました。１４番、佐藤郁夫です。名前を言いま

せんでしたね。経過と結果ですから、端的にお聞きをします。 

 たしか私が記憶しているのは、由布市観光情報発信拠点というのは、由布市全体の観光の発展

を願って、公共の部分と今言われた収益の部分で、半官半民でこれ建てましたね。私がずっと不

思議に思っているのは、公共的な部分、情報発信拠点施設としての、これ選定委員会がございま
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すので、恐らくそういうこともずっと点数をつけるときに、ここでいいですよという形で、議会

が議決をするという形ですから、ぜひこの公共的な部分をどう判断されてそういう委員会で審議

されたのか、またこの収益的な部分で自主自立といいながら、私は全体的な観光、挾間も庄内も

入りますが、そういう情報発信施設をわざわざ作って世界に発信しようということでございまし

たので、そういうところの位置づけをどう委員会で審査されたのかお聞かせください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 髙田龍也委員長。 

○産業建設常任委員長（髙田 龍也君） 佐藤郁夫議員に回答いたします。 

 我が委員会としては、上程される前の審査委員会さんがありますので、審査委員会さんの結果

をもって、執行部のほうからも点数が８割以上超えとるというところで、審議の結果としてこの

ようになっておりますというところで、指定管理者としてふさわしいという形になっております。

それとまた、これは選定によらない指定管理者の選定になりますので、その部分としてはもう由

布市として、しっかりとこの一般社団法人由布市まちづくり観光局がふさわしいという形になっ

とったと思います。その中で、あえて今回補助金等の執行についても、選定によらないのでとい

うところの文言も入れて、由布市の指定管理者としてふさわしいのかというところをしっかりと

審議させていただきました。 

 それと、世界的な発信としてという問いでしたが、その点に対しては、委員会の審査の中では、

委員のほうからもしっかりと湯布院町だけではなく、挾間町、庄内町の発信もしっかりやってほ

しいという意見がありました。その中で執行部のほうからは、今現状やっていますという回答で

したので、委員さんからすればもう少しやってほしいという意見も出ていますので、これからも

しっかりと今回指定した上で、動きをしっかりと見ていかないといけないのかなと思っておると

ころです。 

○議長（佐藤 孝昭君） 佐藤議員。 

○議員（１４番 佐藤 郁夫君） この際、きちっと私は確認を皆さんでしとったほうがいいと思

うんです。この施設を作ったときに、半官半民で果たしてこれが経済効果を担う、収益的な部分

で作ったのだろうか、これ私は違うと思うのですよね。やっぱり公的な立場、というのは行政と

いうのは、やはり収益を度外視して皆さんにサービスを提供する、そうなったときにどうこの

ツーリストインフォメーションセンターの位置づけです。これがいまだにある以上は、ここの部

分をきちっとやっぱり今後委員会の中で審査する中で、こういう報告をしていただきたいな。特

に収益的な部分だけで減額という形、今の物価高やいろんな情報発信をしなきゃならない時代に、

そこら辺をきちっとやっぱりしてほしいなと思っていますので、委員長どうでしょうかね。 

○議長（佐藤 孝昭君） 髙田委員長。 

○産業建設常任委員長（髙田 龍也君） お答えいたします。 
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 今、議会事務局のほうに、過去のこのまちづくり観光局、ＴＩＣに関する議事録を議会事務局

に置いております。その中で、平成２８年９月議会等の答弁を見ていただきたいのですが、その

中で、このまちづくり観光局に対する補助金というものは、補助金があるのでまちづくり観光局

が事業をするのではなくて、まちづくり観光局が事業をしたことに対しての補助金ですという、

支出になっていますという答弁がありましたので、今御指摘の郁夫議員の件に関しては、しっか

りとまちづくり観光局が今後また４年間指定管理者となりますので、その点は十分まちづくり観

光局からの発信を精査しながらもやっていかないといけないなと思っております。それと、官民

一体でやっておりますので、民としてはやはり収益的事業を持ちながら、しっかりと運営してい

ただきたい、また野放図に補助金を出しているわけではないので、しっかりとまちづくり観光局

から事業提案を頂きながら、補助金の支出も進めていければよいのかなと思っているところです。 

 すみません、回答になっていないかもしれませんが、現状調べているところはそうであります。

議会事務局のホームページのほうにも平成２８年の議事録も見られます。予算委員会、委員会に

関してはそれが載っておりませんので、議会事務局のほうに資料を出しておりますので、ぜひ御

覧になっていただきたいと思っております。 

○議長（佐藤 孝昭君） ほかに質疑はありませんか。加藤裕三議員。 

○議員（９番 加藤 裕三君） ９番、加藤裕三です。ちょっと委員長報告の中での質疑なんです

が、自主財源での運営を基本としというのは、今の御説明の中で分かるのですが、委員会の中で

補助金の減額を求めるというふうな結論に至った経緯が分かれば、御説明をお願いいたします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 髙田龍也委員長。 

○産業建設常任委員長（髙田 龍也君） すみません、先ほど来から説明しておりますが、この当

初、できたときから執行部の報告で自主財源でしっかりやっていきますということでありました。

大変申し訳ございませんが、加藤裕三議員がまだ執行部でおられたときに、課長としての答弁の

中でも、委員会質疑の中の答弁で、抜粋になりますが、将来的には一般社団法人として運営自立

を目指しています、今回付けている予算は減額していくということは、すみません、当時の加藤

裕三議員からの答弁で言われておりますので、しっかりと官民一体でありますので、今のところ

民のほうからの収益というのがなかなか少ないのかなというところと、補助金で出している部分

に関しては、やはり委員会としては、そこの部分のほうが大きい、ましてや補助金で出している

分は、執行部からの説明によりますと人件費であるということでしたので、この人件費に関して

も当時人件費、事務局長また事務員の人件費も自主自立をやっていきますという答弁が執行部の

ほうからあっておりますので、その点を踏まえれば、しっかりと補助金も減らしていきながら、

官民一体で由布市の観光地としてのＰＲをしていくべきではないかという思いで、この委員会と

して意見を付しております。 



- 295 - 

○議長（佐藤 孝昭君） 加藤議員。 

○議員（９番 加藤 裕三君） 恐らくできた当時から自主自立というのはもう基本のところにあ

って、現段階でそういった補助金を減らして運営ができるのかというところの論点がされたのか

どうかだけ、ちょっと。現段階です。もう恐らく目指すところは、今のインフォメーションセン

ターは今後はそういった民間活力を駆使して、何とか補助金に頼らずにできるような運営をやっ

ていきますという目標は分かるのですが、今の段階で求めていくということに至った、その辺を、

恐らく現状を確認をされた上でそういった結論になったのかだけ御回答お願いします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 髙田委員長。 

○産業建設常任委員長（髙田 龍也君） 現状を踏まえた上での意見でございます。予算の減額と

いいますが、この補助金に対しては、先ほど説明しましたが、まちづくり観光局がこういうこと

をやりますという事業に対しての補助であります。ですが、それが収益的に結びつくのかという

となかなか難しいところだと思いますが、設立当初のことを考えていけば、もうできて８年ほど

になります。８年の中でなかなか収益が上がっていないというところであれば、民の考え方とし

てはしっかりと収益を伸ばしていかないといけない。１０年過ぎますと、一般でいいますと

１０年過ぎた企業というのはそれなりの収益が、何らかの試行錯誤しながら赤字から黒字に転換

していく時期だと思っていますので、今回指定管理を認めることによって、あと２年間のうちで

すぐできるとはなかなか難しいでしょうが、民の力を信じての官民一体の事業だと思っておりま

すので、しっかりと民のほうから、何らかの報告やら新しい事業が生まれてくるのではないかな

というところの期待も含めての委員会としての意見としております。 

○議長（佐藤 孝昭君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１１４号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２０、議案第１１５号、由布市里の駅陣屋市場の指定管理者の指定についてを議

題として質疑を行います。 

 ここで、地方自治法第１１７条の規定により、挾間町農村女性陣屋市場組合副組合長の配偶者
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であります平松惠美男君の退場を求めます。 

〔１７番 平松惠美男君 退場〕 

○議長（佐藤 孝昭君） それでは、議案第１１５号について質疑を行います。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１１５号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員15名中起立15名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 ここで、平松惠美男君の入場を許可いたします。 

〔１７番 平松惠美男君 入場〕 

○議長（佐藤 孝昭君） ただいまの議案第１１５号については、可決をされましたのでお知らせ

をいたします。 

 次に、日程第２１、議案第１１６号、由布市地域活性化拠点施設「おおつる交流センター」の

指定管理者の指定についてを議題として質疑を行います。 

 ここで、地方自治法第１１７条の規定により、大津留まちづくり協議会の顧問であります佐藤

人已君の退場を求めます。 

〔１６番 佐藤 人已君 退場〕 

○議長（佐藤 孝昭君） それでは、議案第１１６号について質疑を行います。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１１６号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員15名中起立15名〕 
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○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 ここで、佐藤人已君の入場を許可します。 

〔１６番 佐藤 人已君 入場〕 

○議長（佐藤 孝昭君） ただいまの議案第１１６号につきましては、可決をされましたのでお知

らせをいたします。 

 次に、日程第２２、議案第１１７号、由布市湯平ふれあいホールの指定管理者の指定について

を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１１７号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 次に、日程第２３、議案第１１８号、由布市乙丸温泉館の指定管理者の指定についてを議題と

して質疑を行います。 

 ここで、地方自治法第１１７条の規定により、乙丸区の顧問と会計であります加藤裕三君の退

場を求めます。 

〔９番 加藤 裕三君 退場〕 

○議長（佐藤 孝昭君） それでは、議案第１１８号について質疑を行います。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１１８を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長

報告のとおり決定をすることに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員15名中起立15名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 
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 ここで、加藤裕三君の入場を許可いたします。 

〔９番 加藤 裕三君 入場〕 

○議長（佐藤 孝昭君） ただいま議案第１１８号につきましては、可決をされましたのでお知ら

せいたします。 

 次に、日程第２４、議案第１１９号、大分市の公の施設を由布市の住民の利用に供させること

に関する協議についてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１１９号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 次に、日程第２５、議案第１２０号、別府市の公の施設を由布市の住民の利用に供させること

に関する協議についてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１２０号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 次に、日程第２６、議案第１２１号、令和７年度由布市一般会計補正予算（第５号）を議題と

して質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１２１号を採決いたします。本案に対する各委員長の報告は可決です。本案は

委員長報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 次に、日程第２７、議案第１２２号、令和７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１２２号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 次に、日程第２８、議案第１２３号、令和７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第２号）

を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１２３号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 次に、日程第２９、議案第１２４号、令和７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１２４号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 次に、日程第３０、議案第１２５号、令和７年度由布市農業集落排水事業会計補正予算（第

２号）を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１２５号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 次に、日程第３１、議案第１２６号、令和７年度由布市水道事業会計補正予算（第３号）を議

題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１２６号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。 

 次に、日程第３２、議案第１２７号、令和７年度由布市一般会計補正予算（第６号）の議案

１件を上程いたします。 

 まず、市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（相馬 尊重君） それでは、ただいま上程されました議案につきまして、提案理由を御説
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明いたします。 

 議案第１２７号、令和７年度由布市一般会計補正予算（第６号）は、歳入歳出にそれぞれ４億

３,０５２万８,０００円を追加し、予算の総額を２７４億３,６５０万７,０００円にお願いする

ものでございます。不安定な世界情勢や円安の進行などを要因として、エネルギー価格の高騰を

はじめ、家計に直結する食料品や資材・原材料などの物価の高騰が長期化し、厳しい生活を余儀

なくされているものと認識しております。このような状況を踏まえ、国は家計支援などの物価高

騰対策を柱とする総合経済対策の裏づけとなる、令和７年度補正予算が１２月１６日に成立をい

たしました。そのうち物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に係る補正予算規模が、約２兆

円となっております。国から配分がある物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した物

価高対策を速やかに進めるために、定例会最終日に補正予算（第６号）を上程させていただきま

した。 

 具体的な内容としましては、お米などの食料品に対する各家庭への負担増を踏まえ、１人当た

り５,０００円の「ゆふ生活応援お買い物券」を配布し、家計を支援するものでございます。加

えて、第二弾といたしまして、生活者の家計負担を軽減し、市内消費の下支えによる地域経済の

活性化を図るため、大分県と連携して実施します「ゆふ得得プレミアム商品券」の販売を行うも

のでございます。また、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたち

の健やかな成長を応援するため、子ども１人当り２万円を支給する「物価高対応子育て応援手

当」を計上するものでございます。 

 私からの説明は以上です。詳細につきましては、担当課長より説明いたしますので、何とぞ慎

重なる御審議のうえ、御賛同いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（佐藤 孝昭君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、議案第１２７号について、詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。議案第１２７号について詳細説明をいたします。 

 議案第１２７号、令和７年度由布市一般会計補正予算（第６号）。 

 令和７年度由布市の一般会計補正予算（第６号）は、次の定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億３,０５２万８,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７４億３,６５０万７,０００円とする。第２項、歳入歳出

予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表

歳入歳出予算補正による。 

 第２条、繰越明許費の追加は、第２表繰越明許費補正による。 

 令和７年１２月１８日提出、由布市長。 

 １ページをお開きください。第１表歳入歳出予算補正です。２ページにかけて歳入歳出の款項
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ごとの補正額を記載しております。 

 ３ページをお願いします。第２表繰越明許費補正です。本補正に係る事業２件の追加をお願い

しております。理由といたしましては、国の補正予算に伴う事業であり、年度内の完了が見込め

ないものによるものでございます。なお、今申し上げました個別事業の繰越し理由につきまして

は、お配りしております令和７年度補正予算（第６号）の概要の巻末に記載しておりますので、

御参照いただければと思います。 

 次に、４ページから補正予算事項別明細書となっております。 

 ８ページ下段をお願いします。２０款１項１目２節基金繰入金の財政調整基金は、本補正の収

支の均衡を図るため２億４,５１６万を繰り入れております。本補正に係る２事業の特定財源に

つきましては、歳出の項目で説明をさせていただきます。 

 次に、１０ページからは歳出となります。それでは、事業につきまして説明をさせていただき

ます。 

 ３款２項１目区分１、物価高騰緊急対応事業、児童福祉は物価高の影響を強く受けている子育

て世代を強く応援し、子どもたちの健やかな成長を支援するため、子ども１人当たり２万円を支

給する、物価高対応子育て応援手当を計上するものでございます。特定財源といたしまして、国

庫支出金である物価高対応子育て応援手当支給事業補助金を充当しています。 

 次に、７款１項２目区分１、物価高騰緊急対応事業商工振興のゆふ生活応援お買い物券配布事

業は、物価高が長期化する中、各家庭への負担増を踏まえ、１人５,０００円の「ゆふ生活応援

お買い物券」を配布し、家計を支援するものでございます。加えまして、プレミアム付商品券発

行支援業務は、生活者の家計負担を軽減し、市内消費の下支えによる地域経済の活性化を図るた

め大分県と連携して実施します「ゆふ得得プレミアム商品券」の販売を行うものでございます。

プレミアム商品券は１冊１万円を購入していただくと、１万３,０００円使え、プレミアム分の

１０％分を市が、残りの２０％は県が負担するものでございます。特定財源として「ゆふ生活応

援お買い物券」は、国庫支出金である物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を充当予定とし

ております。プレミアム商品券は、県支出金及び国庫支出金である物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金を充当予定としております。なお、各事業における給付や販売に係る予定につきま

しては、事務局を通してお願いして配付しておりますお手元の資料にて御確認をいただきますよ

うお願いをいたします。 

 詳細につきましては以上でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 以上で、議案１件の提案理由並びに詳細説明が終わりました。 

 お諮りいたします。ただいまの議案１件につきましては、会議規則第３７条第３項の規定によ

り、委員会付託を省略し、全員による審議にしたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略し、全員による審議

とすることに決定いたしました。 

 それでは、議案第１２７号、令和７年度由布市一般会計補正予算（第６号）を議題として質疑

を行います。質疑はありませんか。１５番、渕野けさ子さん。 

○議員（１５番 渕野けさ子君） １５番、渕野です。３回しかできないので、まとめてしたいな

と思います。 

 市長の英断で「ゆふ生活応援お買い物券」１人５,０００円、大変喜んでおります。そこでお

聞きしたいのですけども、その前に子育ての方々に２万円、子育て応援手当１人２万円、

５,６３８人というふうに頂いております。この子育て応援手当を頂いた子どもにも１人として

計算されるのか、子育て応援の対象の、要するに子育て応援で２万円配布される家族がおります

よね、子どもさんの、その子どもにも、この生活応援の５,０００円は数でカウントされるのか。

国から２万円の応援手当を頂いているので５,０００円の分は出さないのか。というふうにちょ

っと心配したのですけども、どうでしょうか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。お答えをいたします。 

 まず、子育ての物価高対応子育て応援手当は、応援手当として支給をいたしまして、それに加

えまして、由布市基準日を定めまして、その日でいた由布市民の方全員に対して５,０００円を

支給するというものになります。 

○議長（佐藤 孝昭君） 渕野議員。 

○議員（１５番 渕野けさ子君） よかったです。もしかして２万円国から出しているから、この

分は控えるのかなというふうにちょっと心配しました。それで、全員頂けるということでよかっ

たです。 

 それともう一つ、プレミアム商品券なんですけど、前回１人が４冊までとか制限があったと思

うのですけども、今回もそういう制限ありますか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（大塚  守君） 商工観光課長です。お答えをいたします。 

 現時点では制限を考えています。ただ具体的な制限金額については、少し販売までに時間があ

りますので、よく検討をしていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） ほかに質疑のある方は。７番、吉村議員。 

○議員（７番 吉村 益則君） ７番、吉村です。 
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 先日、追加議案の資料として頂いた分なんですが、その中の項目で児童手当の対象分、それか

ら出生分、公務員分として分かれているのですけれども、この分かれる理由というのをちょっと

教えていただけますでしょうか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤川 祐子君） 子育て支援課長です。お答えいたします。 

 今回スケジュールの中で、そちらの３区分に分けさせていただいたのですが、スケジュール感

が違いますので、そちらのように分けさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 吉村議員。 

○議員（７番 吉村 益則君） スケジュールの違いというのは、金額の違いということではない

のですか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤川 祐子君） 金額の違いということではございません。 

○議長（佐藤 孝昭君） ５番、髙田龍也君。 

○議員（５番 髙田 龍也君） まとめて質問します。 

 まず初めに、これ原資は税金だと思いますので、これを発行するに当たって、発行するほうが

いいか、減税するほうがいいのかというような検討はされたのかということをお聞きします。 

 それと、子育てのほうなんですが、これは由布市に在籍しているお子様、対象年齢者という分

け方をしているのか、これは外国籍の方でも配布するようになっているのか、その点もちょっと

お聞かせ願いたいと思います。 

 それと、この「ゆふ生活応援お買い物券」に関しては、使えるお店というのはどのような検討

をされているのか、ちょっとお聞かせください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。 

 まず、最初の１点目の部分についてお答えをさせていただきます。減税のほうについてという

検討はしたかというふうな形なんですけども、やはり国の要綱に沿ってしていかないと悪いとい

うふうな形になりますので、国が示している重点支援地方交付金の要綱に沿ってやりたいと思い

ます。そういうところには、やはり減税という部分のところは記載がございませんので、今回の

部分については減税のほうはできないものと認識をしております。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 孝昭君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤川 祐子君） 子育て支援課長です。お答えいたします。 
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 令和７年９月３０日時点の由布市在住の児童手当の対象者となっておりますので、そちらのほ

うでは外国籍の方を含みます。ただ、出生の関係も、外国人さんは由布市のほうで生まれれば含

まれます。ただ、９月３０日以降の入国の方、そちらの外国人さんのほうは含まれないとされて

おります。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（大塚  守君） 商工観光課長です。お答えいたします。 

 ゆふ生活応援商品券につきまして、使える事業所につきましては、この後、市内事業者に向け

て広く周知をして募集をかけていきたいというふうに思っています。手を挙げていただいた市内

事業者につきまして登録をして、そのお店で使えるという流れになっていきます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 髙田議員。 

○議員（５番 髙田 龍也君） 減税はなかなか要綱の中で難しいということなら、もしよろしけ

れば、その要綱というものが添付資料で何もないので、要綱をお示ししていただけることはでき

るのかということが、まず１つ目。 

 それと、お子様についてなのですが、由布市に住民票があって出国されている方、由布市に在

籍がもう何年もないけれども住民票があるという方もいらっしゃると思うのですが、そういう方

でも住民票があれば、出国されていたとしても親御様か出国されている国のほうにこのお金を、

２万円をお渡しするような今流れになっているのかを聞かせてください。 

 それと、お店のほうは今から検討ということなんですが、これ減税はできないということであ

れば、これで納税することはできるのですかね。要綱がないのでちょっと分からないのですけど。

それで納税することができるのであれば、それはもう市民としての生活として、いろんな方がい

らっしゃいますので、そういうところも検討の中にあるのかということをお聞かせください。 

○議長（佐藤 孝昭君） 財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。 

 まず、資料のほうにつきましては、国からのしっかりした資料が出次第、議会事務局を通じて

タブレットのほうに送るというような形でよろしければ、そういうふうな形で準備をさせていた

だきたいと。今概算の部分だけは出ておりますので、その部分でよければその部分というふうな

形で送りたいと思います。 

 それともう一つは、プレミアム商品券を納税とかに使うというのは、本来の趣旨から、物価高

騰対策の趣旨から。プレミアムじゃなくて５,０００円のほうですか。すみません。どちらもや

はり物価高騰対策の部分として行うものですので、特別支援枠として出てきているのが、やはり
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生活困窮になっている部分のお米とか、要するに食料品とかの部分に活用してもらいたいという

のが本来の趣旨ですので、そういうふうな納税のほうについてはできないようなものとしており

ます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤川 祐子君） 子育て支援課長です。お答えいたします。 

 由布市に住民票を置いたまま出国した児童の件ですけれども、市民課のほうがつかんでいる情

報で出国が分かれば落とすことになるとは思うのですが、９月３０日時点で由布市の児童手当の

対象者であれば、給付の対象とはなります。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 髙田議員。 

○議員（５番 髙田 龍也君） 要綱がちょっと分からないというところで、いろいろ質問させて

いただきました。今から正式なものが出てくるということであれば、ぜひ議会のほうでも話し合

っていただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 今、生活困窮の中で物価高騰があるというところで、お米とかそういうものに使ってほしいと

いう形なんですが、私これなぜ納税に使えないのかと聞いたのが、納税に関しては、お米とかも

食料品に関わることは命に関わることなので、そのとき買わないといけないよねということはす

ごく分かるのですが、仮にお米５キロが３,８００円とか４,０００円だったときには、それより

も安いものを選んでというところもできるのですが、納税に関してはそのときに納税しないと追

徴課税で、本来は１万円払えばよかったのが１万幾らって、その分プラスが出てきてしまうとい

うところを考えると、納税にも使えたらありがたいよねという、やっぱり市民もいらっしゃるの

ではないのかなというところで質問させていただきました。なので、今後、国の方から正式なの

が出てくるかもしれませんが、いま一度検討か何か、使うのは先なので、今後何か話ができない

のかなと思いますので、今後の経過等もいろいろ教えていただきたいと思います。 

 先ほど子育て支援課長のお話だと、９月時点でいるかいないかが市民課のほうで把握できてい

る分に対しては給付するということであれば、９月言われている日にち以降に出国されている

方々に関しては、調査は、それは市民課がデータ上げてこないと、子育て支援課としては分から

ないという形でよろしいのでしょうか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤川 祐子君） お答えいたします。 

 市民課のほうが上げてこないと、うちのほうでは住所の把握はできません。 

 以上です。 
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○議長（佐藤 孝昭君） ほかに質疑はありませんか。渡辺議員。 

○議員（１番 渡辺  彬君） １番、渡辺彬です。 

 プレミアム商品券は電子と紙とあるのですが、５,０００円のほうのお買物券は紙だけという

のは何ででしょうか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（大塚  守君） 商工観光課長です。お答えをいたします。 

 基本的には、今回紙だけにしております。１人当たり５,０００円の１,０００円券を５枚つづ

りで配布するわけですけども、これ配布をしなければなりません。要は任意で購入ではなくて、

市民の皆さん一律にお渡しをするという形になります。ですから、もうやり方としてはシンプル

に紙の商品券を皆さんのお宅に配送をしていくというようなことを、今想定しているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 渡辺議員。 

○議員（１番 渡辺  彬君） ありがとうございます。 

 アプリとの連動とか、プレミアム商品券、この５,０００円券、由布市の公式ＬＩＮＥ等との

連携とか図っていくお考えとかはあるのですかね。 

○議長（佐藤 孝昭君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（大塚  守君） お答えをいたします。 

 プレミアム商品券のほうにつきましては、電子のほうを１万口ということで、今検討しており

ます。この間も「ゆふＰａｙ」というアプリがございまして、そちらで電子クーポンというのを

発行しております。ですので、併用というところを今考えておりますけれども、ちょっと補足に

なりますが、今回紙を２万冊にしています。これは過去のプレミアム商品券の販売事例からこう

いった配分に現時点ではさせていただいているところです。実は、由布市のほうはまだまだ紙の

需要が非常に多いという状況がございます。ですので、本来であれば事務の手間を含めて電子の

ほうが扱いはやすいのですけども、市民の方もそういった方も多いかもしれませんが、現実とし

て紙の商品券の販売枚数が圧倒的に多いというところを踏まえて、今配分をしているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） ほかに質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１２７号を採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起

立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決をされました。 

 次に、日程第３３、議会広報編集特別委員会の設置を議題といたします。 

 お諮りいたします。議会広報の編集及び発行に関する調査研究のため、委員会条例第６条第

１項及び第２項の規定により、９人の委員で構成をする議会広報編集特別委員会を設置したいと

思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 異議なしと認めます。よって、９人の委員をもって構成する議会広報編

集特別委員会を設置することに決定いたしました。 

 次に、議会広報編集特別委員会委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。議会広報編集特別委員会委員の選任については、委員会条例第８条第１項

の規定により、議長においてお手元に配付のとおり９人を指名いたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 異議なしと認めます。よって、議会広報編集特別委員会委員は、ただい

ま指名いたしました方を選任することに決定いたしました。 

 次に、日程第３４、議会活性化調査特別委員会の設置を議題といたします。 

 お諮りいたします。議会活性化に関する調査研究のため、委員会条例第６条第１項及び第２項

の規定により、９人の委員で構成をする議会活性化調査特別委員会を設置したいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 異議なしと認めます。よって、９人の委員で構成する議会活性化調査特

別委員会を設置することに決定いたしました。 

 次に、議会活性化調査特別委員会委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。議会活性化調査特別委員会委員の選任については、委員会条例第８条第

１項の規定により、議長においてお手元に配付のとおり９人を指名をいたします。御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（佐藤 孝昭君） 異議なしと認めます。よって、議会活性化調査特別委員会委員は、ただ

いま指名いたしました方を選任することに決定いたしました。 

 次に、日程第３５、日出生台演習場対策特別委員会の設置を議題といたします。 

 お諮りいたします。日出生台演習場周辺住民の安心安全を確保するため、委員会条例第６条第

１項及び第２項の規定により、１０人以内の委員で構成する日出生台演習場対策特別委員会を設

置したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 異議なしと認めます。よって、１０人以内の委員で構成をする日出生台

演習場対策特別委員会を設置することに決定いたしました。 

 次に、日出生台演習場対策特別委員会委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。日出生台演習場対策特別委員会委員の選任については、委員会条例第８条

第１項の規定により、議長においてお手元に配付のとおり１０人を指名をいたします。御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 異議なしと認めます。よって、日出生台演習場対策特別委員会委員は、

ただいま指名いたしました方を選任することに決定をいたしました。 

 次に、日程第３６、予算特別委員会の設置を議題といたします。 

 お諮りいたします。令和８年度当初予算議案の審査並びに調査のため、委員会条例第６条第

１項及び第２項の規定により、１８人の議員全員で構成する予算特別委員会を設置したいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 異議なしと認めます。よって、１８人の議員全員で構成する予算特別委

員会を設置することに決定いたしました。 

 ここで、委員会条例第９条第２項の規定により、各特別委員会にて委員長、副委員長の互選を

お願いいたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

午後０時15分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後０時15分再開 

○議長（佐藤 孝昭君） 再開いたします。 

 休憩中に各特別委員会の委員長、副委員長の互選が行われ、その結果が議長の手元に届いてい

ますので、御報告いたします。 
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 まず、議会広報編集特別委員会委員長に髙田龍也君、副委員長に津田貴之君。 

 次に、議会活性化調査特別委員会委員長に佐藤郁夫君、副委員長に生野友子さん。 

 次に、日出生台演習場対策特別委員会委員長に長谷川建策君、副委員長に坂本光広君。 

 次に、予算特別委員会委員長に平松惠美男君、副委員長に吉村益則君。 

 以上のとおり互選された旨報告がありました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

午後０時16分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後０時16分再開 

○議長（佐藤 孝昭君） 再開いたします。 

 お諮りします。ただいま各委員会から閉会中の継続審査・調査申出書が提出をされました。つ

いては、この１件を日程に追加し、議事日程第６号の追加として議題にいたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 異議なしと認めます。よって、この１件は追加日程第１として、議題と

することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．閉会中の継続審査・調査申出書 

○議長（佐藤 孝昭君） 追加日程第１、閉会中の継続審査・調査申出書の件を議題といたします。 

 各常任委員会及び議会運営委員会の各委員長から、会議規則第１１１条の規定により、お手元

に配付しておりますように閉会中の継続審査・調査の申出があります。 

 お諮りいたします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに御異

議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 異議なしと認めます。よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の

継続審査・調査とすることに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 孝昭君） 以上で、今期定例会に付議されました案件は全て議了いたしました。 

 これで令和７年第４回由布市議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。 

午後０時17分閉会 

────────────────────────────── 
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